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１ はじめに
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日本の人口推移
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第１部 こども・若者や子育て当事者を取り巻く状況

出生数の減少は予測を上回る速度で進行し、人口減少に歯止めがかかっていない。2022年の出生数は77万759人で、統計開始

以来、最少の数字となり、合計特殊出生率は1.26と過去最低となった。
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「令和４年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況」（令和５年１２月２２日閣議決定）（抄）

（参考）出生数及び合計特殊出生率の年次推移

資料：「令和４年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況」より（厚生労働省「人口動態統計」を基に作成。）



公共施設等の老朽化状況①

5出典：国土交通省「社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト インフラメンテナンス情報」掲載資料



出典：令和５年５月31日「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議幹事会（第12回）」資料１－２, p.20 6



文部科学省資料
を一部加工

○公立小中学校施設保有面積の推移

建設後５０年以上経過

公共施設等の老朽化状況②
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文部科学省資料

出典：令和４年７月14日「学校施設の在り方に関する
調査研究協力者会議（第1回）」資料３、 p.17 8



〇 社会保障関係費（一般行政経費に計上）は高齢化の進行等により増加。
〇 投資的経費は減少傾向にあったが、近年は横ばい。
〇 給与関係経費は減少傾向にあったが、近年は横ばい。

地方財政計画の歳出の推移
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地方債残高の推移
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○ 少子高齢化の進展
○ 施設の種別についての需要

の変化

利用需要の変化人口の動き

○ 地域ごとに必要な施設の総

量についての需要の変化

（不便な立地の施設の増加等）

○ 人口の低密度化、地域

偏在

○ 人口の減少
○ 施設の総量についての需要

の変化（不要な施設の増加等）

今後考えられる人口の動きから見た公共施設マネジメントの必要性

○ 一方で、地方財政は厳しい状況が続いていることから、公共施設マネジメントの
ための財源にも課題がある。 12



まとめ

○ 人口の減少

○ 人口の低密度化・地域偏在
の進行

○ 少子高齢化の進展

○ 過去に建設された公共施設等の
更新時期が一斉に到来

○ 一方で、社会保障関係費の増加
により、投資的経費は抑制傾向

○ 長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に実施する必要

○ 更新・統廃合・長寿命化等の対応策の検討・実施には、保有する資産の正確な状況把握
が必要

○ 市町村合併後の
施設のあり方

○ 資産・負債（ストック）の全体の状況把握が可能となる固定資産台帳（統一的な基準による
地方公会計）の活用が有効。当該データを活用して、公共施設マネジメントに繋げる。

○ 加えて、財務書類等の整備・開示により、住民・議会などへの説明責任をより適切に果た
すことにも繋がる。

（地方公会計の出番）

（公共施設等総合管理計画等の推進）
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２ 地方公会計の推進について

（１）地方公会計の意義とこれまでの取組
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官庁会計と企業会計について

単式簿記

複式簿記

経済取引の記帳を現金の収入・支出として一面的に行う簿記の手法
（官庁会計）
経済取引の記帳を借方と貸方に分けて二面的に行う簿記の手法
（企業会計）

（例）現金１００万円で車を１台購入した場合

＜単式簿記＞現金支出１００万円を記帳するのみ

＜複式簿記＞現金支出とともに資産増を記帳

資産の増加 資産の減少

（借方）車両１００万円 （貸方）現金１００万円

 「単式簿記」に加えて「複式簿記」を取り入れること
で、資産等のストック情報が見える化

現金主義会計

発生主義会計

現金の収支に着目した会計処理原則（官庁会計）

経済事象の発生に着目した会計処理原則（企業会計）

○ 現金の収支という客観的な情報に基づくため、公金の適正な出納管理に資する
× 現金支出を伴わないコスト（減価償却費、退職手当引当金等）の把握ができない

○ 現金支出を伴わないコスト（減価償却費、退職手当引当金等）の把握ができる
× 投資損失引当金といった主観的な見積りによる会計処理が含まれる

 「現金主義会計」に加えて「発生主義会計」を採り入れることで、
減価償却費、退職手当引当金等のコスト情報が「見える化」

15



１．目的

① 説明責任の履行
住民や議会、外部に対する財務情報の分かりやすい開示

② 財政の効率化・適正化
財政運営や政策形成を行う上での基礎資料として、資産・債務管理や予算編成、政策評価等に有効に活用

２．具体的内容（財務書類の整備）

◎ 現行の予算・決算制度は、現金収支
を議会の民主的統制下に置くことで、
予算の適正・確実な執行を図るという
観点から、現金主義会計を採用

現金主義会計

◎ 発生主義により、ストック情報・フロー情報を
総体的・一覧的に把握することにより、現金
主義会計を補完

発生主義会計

・ 貸借対照表
・ 行政コスト計算書
・ 純資産変動計算書
・ 資金収支計算書

・ 貸借対照表
・ 損益計算書
・ 株主資本等変動計算書
・ キャッシュ・フロー計算書

企業会計

補完

＜財務書類＞

地方公会計

３．財務書類整備の効果

① 資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握
資産形成に関する情報（資産・負債のストック情報）の明示

② 発生主義による正確な行政コストの把握
見えにくいコスト（減価償却費、退職手当引当金など各種引当金）の明示

③ 公共施設マネジメント等への活用
固定資産台帳の整備等により、公共施設マネジメント等への活用が可能

※ 財政健全化法に基づく早期健全化スキームも整備

地方公会計の意義

16



地方公会計に関するこれまでの取組①（統一的な基準の設定まで）

○「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会」を開催し、同研究会報告書において、決算統計のデータ
を活用した普通会計のバランスシート、行政コスト計算書等のモデル（総務省方式）が示される。

平成１１年度、１２年度

○「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）及び平成18年に施行された行政改革推進法（平成18年法律
第47号）において、資産・債務改革の推進を図る観点等から、地方公共団体に対し、財務書類等の作成が要請される。
○平成18年に「新地方公会計制度研究会」を開催し、同研究会報告書において、複式簿記の導入と固定資産台帳の整
備を前提とした「基準モデル」と、総務省方式に固定資産台帳の段階的整備を盛り込んだ「総務省方式改訂モデル」が
示される。
○上記報告書を受け、同年から平成19年まで「新地方公会計制度実務研究会」を開催し、上記２モデルによる財務書
類の作成や資産評価に関する実務的な指針を公表。

⇒ 各地方公共団体の財政運営上の必要に応じて基準モデル及び総務省方式による財務書類等の作成が進められ、
地方公会計の整備は着実に推進

○平成20年には「地方公会計の整備促進に関するワーキンググループ」が発足し、地方公会計の整備が円滑に進むよ
う、作成手順等を検討。

平成１７年度～２０年度

○平成22年から「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」を開催し、平成26年の同研究会報告書において、固定
資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する「統一的な基準」が示される。
○上記報告書を受け、平成26年に「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」を開催し、統一的な基準による
財務書類等の作成について、詳細な取扱いを定めた要領等（マニュアル）を公表。

平成２２年度～２６年度

17

統一的な基準の設定（平成２６年）



○平成30年度及び令和元年度に「地方公会計の推進に関する研究会」を開催。比較可能な形による財務書類等の公
表のあり方等を検討。

地方公会計に関するこれまでの取組②（統一的な基準の設定以後）

○平成27年度から平成29年度までの３年間で、全ての地方公共団体において統一的な基準による地方公会計を整備
するよう、総務省から各地方公共団体に要請（平成27年１月）。
○平成29年度末までに、ほぼ全ての地方公共団体において、統一的な基準による財務書類の作成及び固定資産台帳
の整備が完了。
○その間、平成28年に「地方公会計の活用のあり方に関する研究会」、平成29年に「地方公会計の活用の促進に関す
る研究会」を開催し、活用事例の収集分析や新たな活用方策等を検討。

平成２７年度～２９年度

平成３０年度～令和元年度

固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした
財務書類の作成に関する「統一的な基準」の設定（平成26年）

統一的な基準による地方公会計の整備要請期間

要請期間終了後

〇各地方公共団体において、①毎年度、確実に財務書類・固定資産台帳の作成・更新を行うこと、及び、作成・更新の
早期化を図る（少なくとも決算年度の翌年度末までに完成させる）こと、②地方公会計と公共施設の適正管理との連携
を行うことを推進。

令和２年度、３年度

〇令和４年度から「今後の地方公会計のあり方に関する研究会」を開催。

公共施設等総合管理計画・個別施設計画の策定・見直しが進み、資産管理がより重視されている状況も踏まえ、
地方公会計情報の行財政運営における継続的かつ具体的な活用手法などについて検討。

令和４年度～

18



地方公会計については、これまで、各地方公共団体において財務書類の作成・公表等に取り組まれてきたところ
ですが、人口減少・少子高齢化が進展している中、財政のマネジメント強化のため、地方公会計を予算編成等に積
極的に活用し、地方公共団体の限られた財源を「賢く使う」取組を行うことは極めて重要であると考えております。

今後の地方公会計の整備促進については、「今後の地方公会計の整備促進について」（平成26年５月23日付総務
大臣通知総財務第102号）のとおり、平成26年４月30日に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書
類の作成に関する統一的な基準を示したところです。その後、「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」
を設置して議論を進めてきましたが、平成27年１月23日に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」を取りま
とめております。

当該マニュアルにおいては、統一的な基準による財務書類の作成手順や資産の評価方法、固定資産台帳の整備手
順、連結財務書類の作成手順、事業別・施設別のセグメント分析をはじめとする財務書類の活用方法等を示してお
ります。

つきましては、当該マニュアルも参考にして、統一的な基準による財務書類等を原則として平成27年度から平成
29年度までの３年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等に積極的に活用されるよう特段のご配慮を
お願いします。

特に、公共施設等の老朽化対策にも活用可能である固定資産台帳が未整備である地方公共団体においては、早期
に同台帳を整備することが望まれます。

なお、統一的な基準による財務書類等を作成するためには、ノウハウを修得した職員の育成やＩＣＴを活用した
システムの整備が不可欠であり、平成27年度には関係機関における研修の充実・強化や標準的なソフトウェアの無
償提供も行う予定です。また、固定資産台帳の整備等に要する一定の経費については、今年度から特別交付税措置
を講じることとしております。

各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町村長に対してこの通知について速やかにご連
絡いただき、通知の趣旨について適切に助言いただくようお願いします。

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市町村に対して、この通知に
ついての情報提供を行っていることを申し添えます。

統一的な基準による地方公会計の整備促進について（大臣通知）

統一的な基準による地方公会計の整備促進について（平成27年１月23日総務大臣通知（総財務第14号））
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統一的な基準による財務書類等の作成状況

20

○ 新経済・財政再生計画改革工程表2023（令和５年12月21日経済財政諮問会議決定）において、以下のとおり
とされており、決算年度の翌年度末までに財務書類等の作成・更新が完了しない団体においては、毎年度、確実
に作成・更新を行うことが必要。
「固定資産台帳の更新状況:毎年度100％」
「決算年度の翌年度までに財務書類の作成・更新を完了している地方公共団体数

【令和５年度までに全都道府県、 令和７年度までに全団体】」

【令和４年度末時点の状況を反映した固定資産台帳の整備（更新）状況】（令和５年度末時点）

【令和４年度決算に係る一般会計等財務書類（財務４表）の作成状況】（令和５年度末時点）

（単位：団体）

（単位：団体）

「令和４年度決算に係る財務書類の作成状況等に関する調査」より

46 (97.9%) 1,677 (96.3%) 20 (100.0%) 1,657 (96.3%) 1,723 (96.4%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)

合計指定都市
指定都市除く

市区町村

対象団体数

整備（更新）済み

整備（更新）状況 都道府県 市区町村

46 (97.9%) 1,646 (94.5%) 20 (100.0%) 1,626 (94.5%) 1,692 (94.6%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)

合計指定都市除く
市区町村

指定都市

対象団体数

作成済み

市区町村都道府県作成状況



ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 24 25 26~

○国公有財産の最適利用プランを
策定した数:目標は設定せず、モニ
ターする［実績調査の結果を踏まえ、
必要な改善策を講じる］

○固定資産台帳の更新状況:毎年度
100％

ｂ．公有地について、国は地方公共団体における固定資産台帳の整備状況
を毎年フォローアップしつつ、先進的な取組事例を把握して横展開する。
(2027年度以降も継続的に実施)

→ → →

ｃ．各地方公共団体が公表している固定資産台帳のデータや保有する財産
の活用や処分に関する基本方針へのリンク集を作成し、順次更新する。
また、財政状況資料集において、以下の項目について、経年比較や類似
団体比較を実施した上で、グラフを用いて図示するとともに、各団体の分
析コメントを付して公表し、各地方公共団体における施設類型ごとの公
共施設の保有量等を「見える化」する。
・所有資産全体の有形固定資産減価償却率
・施設類型ごとの有形固定資産減価償却率及び一人当たり面積等
・一人当たりの投資的経費の内訳(既存施設更新・新規施設整備)、維

持補修費も含めた決算情報
有形固定資産減価償却率については、将来負担比率とも組み合わせ、
経年比較や類似団体比較を行うことで、老朽化対策の進捗状況を「見
える化」する。(2027年度以降も継続的に実施)

→ → →

ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 24 25 26~

○「見える化」・一覧化された情報
を財政運営の参考とした地方公共
団体数【全団体】

○統一的な基準による地方公会
計を資産管理向上に活用した地方
公共団体数【全団体】

○住民一人当たり行政コスト等を「見える
化」した地方公共団体数【2023年度までに
全都道府県、2025年度までに全団体】

○決算年度の翌年度までに財務書類の作
成・更新を完了している地方公共団体数
【2023年度までに全都道府県、 2025年
度までに全団体】

○統一的な基準による地方公会計の情報
について、比較可能な形で分析・公表した地
方公共団体数
【2023年度までに全都道府県、2025年度
までに全団体】

ｄ．地方公共団体における財務書類等の作成・更新について、仕訳作業の
早期化・分散化、予算科目と公会計の勘定科目の統一化等の取組事
例の収集・公表、職員研修等の実施、知見・ノウハウを有する専門人材
の活用促進、デジタル化等により早期化を図るとともに、作成・更新が遅
れている団体に対しては継続してフォローアップを実施する。(2027年度
以降も継続的に実施)

→ → →

ｅ．住民一人当たり行政コストやストック情報等について、直近の決算統計
データ等を用いて更新・公表を行い、「見える化」を推進。(2027年度以
降も継続的に実施)

→ → →

ｆ．統一的な基準による地方公会計について、経年・団体間比較が可能な
形で「見える化」を推進するとともに、標準化された基本項目を記載した
固定資産台帳のデジタル化や、固定資産台帳のデータと個別の施設とを
コードの設定により紐付けて公共施設等の適正管理に活かす取組などの
促進を図り、資産管理向上や予算編成に活用している取組事例の共有
に取り組む。(2027年度以降も継続的に実施)

→ → →

【参考】新経済・財政再生計画改革工程表2023（令和５年12月21日経済財政諮問会議決定）抜粋

社会資本整備等 ３．新しい時代に対応したまちづくり、地域づくり

地方行財政改革等 １．持続可能な地方行財政基盤の構築
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○ 人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、財政・経営状況やストック情報等を的確に把握し、「見える

化」した上で、中長期的な見通しに基づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まっている

○ しかしながら、地方公共団体においては、人材不足等のため、こうした経営・財務マネジメントに係る「知識・ノウハウ」が不足し、小規模

市町村を中心に公営企業会計の適用やストックマネジメント等の取組が遅れている団体もあるところ

地方公共団体の経営・財務マネジメントを強化し、財政運営の質の向上を図るため、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業
として、団体の状況や要請に応じてアドバイザーを派遣

（２） 支援の方法

※アドバイザーの派遣経費（謝金、旅費）は、地方公共団体金融機構が負担

（３） 事業規模

○ 約6.5億円（約1,900団体・公営企業への派遣を想定）

啓発・研修事業課題対応アドバイス事業 課題達成支援事業

都道府県が市区町村・公営企業の啓発
のため支援分野の研修を行う場合に派
遣

市区町村・公営企業・都道府県が直面
する課題に対して、当該課題の克服等、
財政運営・経営の改善に向けたアドバ
イスを必要とする場合に団体の要請に
応じて派遣

上記の支援分野の実施に当たり、知
識・ノウハウが不足するために達成が
困難な市区町村・公営企業・都道府県
に、技術的・専門的な支援を行うため
に派遣

都道府県に派遣個別の地方公共団体に継続的に派遣（市区町村の場合は、各都道府県市区町村担当課等と連携して事業を実施）

令和６年度「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」

事業概要

（１） アドバイザーを派遣する支援分野

○ 公営企業・第三セクター等の経営改革

・ ＤＸ・ＧＸの取組

・ 経営戦略の改定・経営改善

・ 公立病院経営強化プランの改定・経営強化の取組

・ 上下水道の広域化等

・ 第三セクター等の経営健全化

○ 公営企業会計の適用

○ 地方公会計の整備・活用 （R5実績：126団体）

○ 公共施設等総合管理計画の見直し・実行（R5実績：122団体）

（公共施設マネジメント）

○ 地方公共団体のＤＸ

○ 地方公共団体のＧＸ

○ 首長・管理者向けトップセミナー
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課題対応アドバイス事業（手挙げ型）の令和３年度事例

【事業利用事例】山梨県小菅村

○ これまで作成してきた財務書類については、活用方法が分からず、議会報告など外部への説明に活用出来てい
なかった。財政全般を担当１名で取り扱う状況において、精度向上や活用を目指し、アドバイザーに助言を求めた。

背景・目的

○ 村役場の規模・業務体制等の状況を鑑み、担当者１名での作成を前提とした
財務書類の年間作業スケジュールの設定について助言を受けた。

○ 地方公会計特有の項目（引当金や建設仮勘定等）に対する計上方法や、
過去作成した財務書類の精度向上が必要なポイントについて、指導を受けた。

○ 村が抱える課題について、アドバイザーの実務経験を元に、
地方公会計を用いた、解決へのアプローチ手法について助言を受けた。

・ 懸案事項であるごみの有料化の検討について、地方公会計を用いたコストの積算や分析方法、これらを踏まえ
た使用料単価の算定方法について、助言を受けた。また、料金決定に係る合意形成のノウハウがなかったため、
行政サービス料金の値上げプロセスについても、実務事例を元に助言を受けた。

・ この他、村の課題解決にあたり、問題点を探る上で、関係分野に係る投資費用を他市町村と比較するといった財
政的なアプローチ手法について、助言を受けた。

事例の概要

○ 限られた人員の中、年間の作成スケジュールの確立に目処が立つと共に、決算資料として議会報告に活用するこ
とができた。

○ 財務書類の作成だけでなく、村が抱える課題について、どのように解決を目指していくかというアプローチ手法や、
財政的な側面から検討するための指針を得ることができた。

効果等

（アドバイザー：自治体職員）

人口：662人（R4.10.1時点）
行政職職員数：21名（R4.4.1時点）

23



啓発・研修事業（県主催の市町村向け研修）の令和３年度事例

【事業利用事例】愛知県市町村課

○ 地方公会計の財務書類等の作成については、県内市町村において一定程度の進捗が見られていることから、次
のステップとして活用を意識してもらうために、セグメント分析の体験機会として、演習形式の研修を実施した。

背景・目的

○ 事前課題として、「体育施設に係るセグメント財務書類」を
参加団体が作成（県内21団体が参加）。

○ より正確な比較ができるよう、体育施設全体だけでなく、
トレーニング施設や武道場、競技場など、種類別に分け
てセグメント別財務書類を作成。

○ セグメント別財務書類の数値を用いて、面積当たり費用
や利用者当たり費用、面積当たりの設備投資額、成果（利用者/人口）等の
指標を算出し、一覧化した。

また、研修内限りで順位や偏差値も表示し、比較しやすい形で分析・意見
交換を行った。

○ 複数の指標を用いて、グラフ化することでも比較を実施。例えば、右表で
は、設備投資額に対し必ずしも成果が比例する状況ではないことが分かる。

事例の概要

○ 活用の第一歩としてセグメント分析を体験することができると共に、作成にあたってのポイントや課題を認識するこ
とができた。

○ セグメント別財務書類を用いて、同一施設について他団体と比較を行うことで、自団体の課題を認識することがで
きた。

効果等

（アドバイザー：コンサルタント）

施設全体ごとの市町村別比較
●施設規模に関する指標

面積あたり
の設備投資
額（円/㎡）

偏差
値

順
位

人口当たり
施設規模
（円/人）

偏差
値

順
位

面積当たり
費用

偏差
値

順
位

成果（利用
者/人口）

偏差
値

順
位

A市 300,000 42.6 6 6,000 42.4 7 8,000 59.5 2 80% 39.7 8
B市 1,000,000 64.5 2 18,000 47.7 5 30,000 41.6 7 270% 59.3 3
C市 600,000 52.0 3 3,000 41.1 9 15,000 53.8 5 100% 41.7 7
D市 200,000 39.4 8 25,000 50.8 3 7,000 60.3 1 200% 52.1 5
E市 500,000 48.8 5 10,000 44.2 6 40,000 33.4 9 220% 54.1 4
F市 600,000 52.0 3 35,000 55.3 2 35,000 37.5 8 320% 64.5 1
G町 200,000 39.4 8 6,000 42.4 7 9,000 58.7 4 20% 33.5 9
H町 300,000 42.6 6 25,000 50.8 3 8,000 59.5 2 280% 60.3 2
I町 1,130,000 68.6 1 80,000 75.2 1 25,000 45.6 6 130% 44.8 6

（サンプル）

面積あたり設備投資額（円）

成
果
（

利
用
者

人
口
）

÷

面積あたり設備投資（横）・成果（縦）
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（２）統一的な基準による財務書類等の概要

25



財務書類作成の範囲

一部事務組合
広域連合

地方独立行政法人
地方三公社

第三セクター等

地方公共団体

一般会計等 地方公営事業会計

特別会計

一般会計 うち
公営企業会計

一般会計等財務書類

全体財務書類

連結財務書類

統一的な基準が対象とする作成主体は、都道府県、市区町村、一部事務組合及び広域連合です。
地方公共団体は、一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計からなる一般会計等を基礎として財務書類（財

務４表とこれらに関連する事項の附属明細書、注記）を作成します。
また、一般会計等に地方公営事業会計を加えた全体財務書類、全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた

連結財務書類を作成します。
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公会計と企業会計の違い

1. 国及び地方公共団体の財政活動は、強制的に徴収された税収等を財源として配分することにあり、利益の
獲得を目的としていないことから、企業と同様に損益計算を行うことは適当ではなく、そのため損益計算書
は作成していません。

一方で、フローの情報として国及び地方公共団体の財政活動の結果として発生したコスト（費用）を明ら
かにする行政コスト計算書（※１）を作成することとしています。

２． 国及び地方公共団体の資産・負債差額の増減を要因別に明らかにする純資産変動計算書（※２）を作成し
ています。なお、純資産変動計算書では、行政コストと財源とを対比してみることが可能となっています。

３． 国及び地方公共団体の資産及び負債には、取得や保有の時期・形態が様々であるほか、資産として管理さ
れているものの中には、これまで価額を把握していなかったものが多数あります。しかし、それが国及び地
方公共団体の所有となる資産であって、サービス提供能力及び将来の経済的便益が存在する場合においては、
一般的な売買市場がない場合であっても、貸借対照表に計上しています。

４． 貸借対照表の資産と負債の差額は、企業では株主資本を含めた純資産として取り扱われますが、国及び地
方公共団体の場合、資本は存在しません。

５． 公会計には出納整理期間が存在するため、貸借対照表に計上されている現金及び預金の金額は、年度末時
点の実際保有残高に、出納整理期間における現金及び預金の出納を加減した金額となっています。

※１ 国の財務書類では「業務費用計算書」としています。 ※２ 国の財務書類では「資産・負債差額増減計算書」としています。

（『「国の財務書類」ガイドブック 令和４年１月 財務省主計局』を参考）

公会計における財務書類は、国、地方公共団体ともに企業会計の手法を用いつつ、独自の財政活動の特性を踏まえた工夫
を行っています。その具体的な点は次のとおりです。
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金額
25,177
23,134
7,561
1,924 　　　　減価償却費

11,274 　　　　その他
△ 5,637 　　　移転費用

15,573 ２．経常収益
2,781 　使用料及び手数料等

25,584 ３．純経常行政コスト（１－２）
△ 12,792 ４．臨時損失

2,043 　　　資産除売却損等
2,043 ５．臨時利益

366 　　　資産売却益等
152 ６．純行政コスト（３＋４＋５）
214

25,543

１．前年度末純資産残高 24,964 △ 5,711
２．純行政コスト（△） △ 3,821
３．財源 4,244
　　　税収等 3,465
　　　国県等補助金 779
４．本年度差額（２＋３） 423
５．固定資産等の変動（内部変動） 221 △ 221
　　　有形固定資産等の増加 756 △ 756
　　　有形固定資産等の減少 △ 897 897
　　　貸付金・基金等の増加 519 △ 519
　　　貸付金・基金等の減少 △ 157 157
６．資産評価差額 -
７．無償所管換 -
８．その他 - -
９．本年度純資産変動額（４～８の合計） 221 202
10.本年度末純資産残高（１＋９） 25,185 △ 5,509

【行政コスト計算書】

3,996
2,757

965
897
895

-
-

3,821

-
-
-

1,239
175
175

3,821
-

19,676

【純資産変動計算書】

19,253
△ 3,821

4,244
3,465

779
423

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

423
-

【貸借対照表】
金額

5,197
4,332

865
流動負債

科目
固定資産
　有形固定資産
　　事業用資産
　　　土地

670
5,867

25,185
△ 5,509

670

科目
固定負債
　地方債
　その他

　１年内償還予定地方債等

負債合計

固定資産等形成

　　　建物等
　　　減価償却累計額
　　インフラ資産
　　　土地

余剰分（不足分）

【業務活動収支】

　　　建物等
　　　減価償却累計額
　投資その他の資産
　　　基金等
流動資産
　現金預金

負債及び純資産合計
純資産合計　その他

資産合計

【資金収支計算書】
科目 金額

19,676

本年度資金収支額④（①＋②＋③）

156

　支出合計
　収入合計
業務活動収支①
【投資活動収支】
　支出合計
　収入合計

3,038
4,442
1,404

1,221

25,543

科目 金額
１．経常費用
　　　業務費用
　　　　人件費

前年度末資金残高⑤ 134
本年度末資金残高⑥（④＋⑤） 152

△ 1,065

928
607

△ 321
18

投資活動収支②
【財政活動収支】
　支出合計
　収入合計
財政活動収支③

財務４表の体系

地方公会計の財務書類の体系は、
１．会計年度末における資産及び負債の状況を明らかにする「貸借対照表」
２．業務実施に伴い発生した費用を明らかにする「行政コスト計算書」
３．貸借対照表の純資産の変動要因を明らかにする「純資産変動計算書」
４．資金の流れを区分別に明らかにする「資金収支計算書」

の財務４表とこれらに関連する事項の附属明細書、注記となっています。
なお、下図の矢印は財務書類４表の相互関係を示しています。

（注） 「行政コスト計算書」と「純資産変動計算書」を結合して３表の場合もあります。

【附属明細書】
・資産項目の明細

（有形固定資産の明
細、投資及び出資金
の明細等）

・負債項目の明細
（地方債の明細等）

・補助金等の明細 等

【注記】

・重要な会計方針、重要
な後発事象等を記載
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（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債

工作物減価償却累計額 未払金

建設仮勘定 前受金

インフラ資産 賞与等引当金

土地 預り金

建物 その他

建物減価償却累計額

工作物 【純資産の部】

工作物減価償却累計額 固定資産等形成分

建設仮勘定 余剰分（不足分）

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金 △ 60

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

徴収不能引当金 △ 26 純資産合計 69,939

資産合計 負債及び純資産合計 113,349113,349

2

8,579

1,781

11,704

1,134

234

10,360

0

7,093

0

751

7

7,093

45

451

0

0

8,287

496

△ 1,430

0

0

△ 22,509 111,413

170 △ 41,474

2,150

1,099 207

△ 440 43,410

28,981

31 13

30,405 338

23,104 105

負債合計

△ 35,323 4,141

813 3,478

△ 74 0

62,233 0

37,473 3,618

59,313 510

101,645 39,269

93,358 35,141

貸借対照表
（平成２８年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

過去又は現世代の負担

・固定資産等形成分：資産形成のために充当

した資源の蓄積

・余剰分（不足分）：消費可能な資源の蓄積

財務４表の見方（貸借対照表）

 貸借対照表は、会計年度末時点で、地方公共団体がどのような資産を保有しているのかと（資産保有状況）、その資
産がどのような財源でまかなわれているのかを（財源調達状況）対照表で示したものです。貸借対照表により、基準日
時点における地方公共団体の資産・負債・純資産といったストック項目の残高が明らかにされます。

 「資産」は、主に、①資金流入をもたらすもの、②行政サービス提供能力を有するものに整理されます。
 「負債」とは、将来、債権者に対する支払や返済により地方公共団体から資金流出をもたらすものであり、地方債が

その主たる項目です。

 「純資産」は、資産と負債の差額ですが、民間企業のように資本の獲得等に関する取引の結果ではありません。

行政サービスを提供するための
公共施設等の固定資産や将来、
行政サービスに使用する現金等
の資産

＜着目する主な項目＞【資産の部】

○有形固定資産・減価償却累計額
・資産の経年の程度を把握

○建設仮勘定
・供用開始していない資産の存在を把握

○投資及び出資金・投資損失引当金
・引当金の金額が△の場合、業績がよくな

い三セク等があることを表示
○長期延滞債権・未収金・徴収不能引当金

・税金等の未納があることを表示
・回収が見込めないと推計された金額を徴

収不能引当金に計上
○基金

・使途を明確に定めて積み立てられている
ものと、年度間の財源の不均衡を調整す
るもの（財政調整基金）が存在

地方債など、将来世代の負担

【着目する主な項目】（負債の部）
○地方債・1年内償還予定地方債

・次年度以降に償還予定の地方債残高を把握
・臨時財政対策債など、固定資産の取得財源

ではない特例的地方債の存在に留意
○退職手当引当金

・年度末に職員全員が退職したと仮定した場合
に必要となる退職手当額を把握

【着目する主な項目】（純資産の部）

○余剰分（不足分）

・純資産のうち、金銭等の形態で保有している部

分。なお、一般的に△表記
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科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 4,000,000 固定負債 4,400,000

有形固定資産 2,000,000 地方債 4,000,000

事業用資産 1,800,000 退職手当引当金 100,000

（略） （略）
インフラ資産 1,900,000 流動負債 500,000
土地 1,000,000 1年以内償還予定地方債 390,000
（略） （略）

流動資産 1,000,000
現金預金 800,000 負債合計 4,900,000

（略） 【純資産の部】

純資産合計 100,000
資産合計 5,000,000 負債及び純資産合計 5,000,000

地方公共団体の貸借対照表の資産、負債については、地方公共団体特有の制度の影響により、次のとおり、アンバランス
に計上されることがあります。したがって、分析に当たっては、これらの影響を加味して行う必要があります。特に、将来世代
と過去・現世代のバランスを評価するに当たっては、これらの影響を反映した上で行うことが求められます。

２ 地方交付税の代替措置である臨
時財政対策債、その他地方交付税
措置のある地方債の存在

地方交付税の不足を補うために
発行される地方債である臨時財政
対策債の残高は、元利償還金相当
額が将来、地方交付税で措置され
ることとされている。また、その他に
も、元利償還金の一部又は全部が
将来の交付税の基準財政需要額に
算入される地方債も存在するが、交
付団体であり続ける限り、いずれも
実質的には資金流出がもたらされ
ないものである。

（注） 注記に該当金額が記載され
ている。

１ 地方公共団体の管理対象である
が所有をしていないインフラ資産（建
物・工作物等）の存在

都道府県管理の国道や一級河川
等※1については、都道府県が建設費
や維持費を負担しているが、資産そ
のものは国に帰属しているため、地
方公共団体の貸借対照表において
は、整備に要した経費に充てた地方
債等は負債に計上する一方で、資産
には計上されない 。しかし、現実には
当該都道府県に存在し、広く県民が
将来の経済的便益を享受するもので
あることからも、実質的には都道府
県の資産とみなすこともできるもので
ある。

（注） 注記には、該当金額が記載さ
れている。

貸借対照表の見方の留意点

地方公共団体特有の制度
の影響を加味するため、注
記に記載された該当金額
を反映させて分析を行うこ
とが必要

３ 昭和59年度以前に取得され

た又は取得価額が不明なものの
存在

道路敷地等のうち、昭和59年

度以前に取得された又は取得価
額が不明なものについては、統
一的な基準に基づき備忘価額1
円で評価しているため、実際より
低い資産計上となっているもの
がある。 30

（※1）これらについては、令和4年

から開催している「今後の地方公
会計のあり方に関する研究会」に
おいて「所有外管理資産」として
資産計上する方向で整理中

（※2）同研究会において「臨時財
政対策債」を地方債の内数として
表示することについて検討中

地方債については総額のみ
が表示されている※2



財務４表の見方（行政コスト計算書）

人件費、物件費、移転費用（補

助金）などを発生額で計上

経常的に発生する費用から、使

用料及び手数料といった受益者

負担収益を差し引くことで純経常

行政コストを算定

（単位：百万円）

経常費用 35,485
業務費用 16,685

人件費 4,981
職員給与費 4,280
賞与等引当金繰入額 338
退職手当引当金繰入額 31
その他 332

物件費等 11,013
物件費 8,644
維持補修費 303
減価償却費 2,034
その他 31

その他の業務費用 690
支払利息 454
徴収不能引当金繰入額 0
その他 236

移転費用 18,800
補助金等 6,255
社会保障給付 8,937
他会計への繰出金 3,559
その他 49

経常収益 1,667
使用料及び手数料 732
その他 934

純経常行政コスト △ 33,818
臨時損失 20

災害復旧事業費 0
資産除売却損 20
投資損失引当金繰入額 0
その他 0

臨時利益 33
資産売却益 33
その他 0

純行政コスト △ 33,806

行政コスト計算書
自　平成２７年４月１日　

至　平成２８年３月３１日

科目 金額

＜着目する主な項目＞

〇減価償却費※

・行政を執行する立場からは、1年間に消

費した固定資産（償却資産）の金額を表

す項目であるが、住民の立場から見た場

合には、その金額に見合う施設やインフ

ラに関するサービスの提供を受けたこと

を表示するもの。

臨時に発生する損失、利益を加

味して純行政コスト（税を主とする

一般財源等で賄うべきコスト）を

算定

 行政コスト計算書は、一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活動に係る費用（経常的な費用）
と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料などの収益（経常的な収益）を対比させた財務書類です。

 経常的な費用と収益の差額によって、地方公共団体の一会計期間中の行政活動のうち、資産形成に結びつかない経常
的な活動について税収等でまかなうべき行政コスト（純経常行政コスト）が明らかにされます。

※固定資産の価値が減少した分だけ帳簿
価額を減少させることを減価償却といい、
減価償却に係る費用をいう。
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財務４表の見方（純資産変動計算書）

＜着目する主な項目＞

〇本年度差額

・発生主義ベースでの収支均衡が図られている

かを表す項目。

・プラスであれば、現世代の負担によって将来世

代も利用可能な資源を貯蓄したことを意味する

一方、マイナスであれば、将来世代が利用可能

な資源を現世代が消費して便益を享受している

ことを表示。

(単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 110,390 △ 42,882

純行政コスト（△） △ 33,806

財源 36,140

税収等 25,784

国県等補助金 10,356

本年度差額 2,334

固定資産等の変動（内部変動） 926 △ 926

有形固定資産等の増加 2,515 △ 2,515

有形固定資産等の減少 △ 2,528 2,528

貸付金・基金等の増加 1,226 △ 1,226

貸付金・基金等の減少 △ 287 287

資産評価差額 △ 18

無償所管換等 115

本年度純資産変動額 1,023 1,408

本年度末純資産残高 111,413 △ 41,474

2,334

純資産変動計算書
自　　平成２７年　４月　１日

至　　平成２８年　３月３１日

科目 合計

67,508

△ 33,806

36,140

25,784

10,356

115

2,431

69,939

△ 18

純行政コストの金額に対して、税収及

び国の補助金等受入の金額がどの程度

あるかを見ることにより、受益者負担以

外の財源によりどの程度賄われているか

を把握

 純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、１年間でどのように変動したかを表す財
務書類です。

 純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税などの一般財源、国県支出金などの特定財源が純資産の増加要因
として直接計上され、行政コスト計算書で算出された費用（純行政コスト）が純資産の減少要因として計上されること
などを通じて、１年間の純資産総額の変動が明らかになります。また、固定資産等の変動により、純資産の変動要因が
分かります。
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（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 33,737
業務費用支出 14,937

人件費支出 5,340
物件費等支出 8,982
支払利息支出 454
その他の支出 161

移転費用支出 18,800
補助金等支出 6,255
社会保障給付支出 8,937
他会計への繰出支出 3,559
その他の支出 49

業務収入 37,688
税収等収入 26,054
国県等補助金収入 10,004
使用料及び手数料収入 735
その他の収入 896

臨時支出 0
災害復旧事業費支出 0
その他の支出 0

臨時収入 0
業務活動収支 3,951
【投資活動収支】

投資活動支出 3,236
公共施設等整備費支出 2,015
基金積立金支出 925
投資及び出資金支出 296
貸付金支出 0
その他の支出 0

投資活動収入 688
国県等補助金収入 352
基金取崩収入 284
貸付金元金回収収入 3
資産売却収入 49
その他の収入 0

投資活動収支 △ 2,547
【財務活動収支】

財務活動支出 3,472
地方債償還支出 3,243
その他の支出 229

財務活動収入 2,341
地方債発行収入 2,341
その他の収入 0

財務活動収支 △ 1,131
272
757

1,029

前年度末資金残高

本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成２７年４月１日　
至　平成２８年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額

財務４表の見方（資金収支計算書）

投資的な活動に関する収支を集計

支出…公共事業や施設整備等、

基金積立、貸付金等

収入…補助金収入、基金取崩、

貸付金回収等

経常的な活動に関する収支を集計

支出…人件費、旅費、需用費、

補助金、扶助費等

収入…税収、補助金収入、使用料・

手数料等

財務的な活動に関する収支を集計

支出…地方債償還等

収入…地方債発行等

 資金収支計算書は、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異なる三つの
活動に分けて表示した財務書類です。現金等の収支の流れを表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書と
も呼ばれます。

 現金収支については、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされますが、資金収支計算書においては、「業務活
動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」という性質の異なる三つの活動に大別して記載され、地方公共団体の資金
が期首残高から期末残高へと増減した原因が明らかにされるのが特徴です。

資金収支計算書の各活動収支を用いた分析例

※「新公会計シンポジウム2017」（主催：新公会計制度普及促進連絡会議）大塚成男
千葉大学大学院教授 基調講演資料より抜粋し、加工 33



【参考】財務書類作成までの流れ

現金取引（歳入歳出データ）

一義的に特定できるもの

仕訳候補が複数あるもの

○整理仕訳
○歳入歳出データのうち

○現金取引以外

減価償却費、退職手当引当金 等

自動仕訳

個別仕訳

※現金取引以外に別途仕訳を行うもの

仕
訳
帳

総
勘
定
元
帳

合
計
残
高
試
算
表

精
算
表

一
般
会
計
等
財
務
書
類

補助簿 固定資産台帳 資産負債内訳簿

資金仕訳変換表

参照

未収金、未払い金に関するもの

別途仕訳

 固定資産台帳及び仕訳帳作成
の過程で整理した資産負債等
の明細を基礎として、附属明
細書及び注記を作成

全
体
財
務
書
類

 一般会計と特別会
計間及び特別会計
相互間の取引を抽
出し、相殺消去を
実施

連
結
財
務
書
類

 財務書類は、毎日の取引を発生順に仕訳帳に記録した上で、総勘定元帳への転記等を行い、検証した上で、精算
表で純計作業を行うことで作成される。

 全体財務書類は、公営事業会計を合算した上で、内部取引を相殺消去（純計処理）を行うことで、作成される。
 連結財務書類は、連結対象団体（会計）を一つの主体と見なし、単純合算した上で内部取引を相殺消去（純計処

理）を行うことで、作成される。

34



仕訳作業の分散化・早期化の取組（茨城県土浦市）

○ 財務書類等の活用にあたっては早期作成が必須と考え、これまで行っていた仕訳等の作業スケジュールを抜本的に見直
して、前倒し・平準化することで、財務書類等の作成が早期化され、結果的に、作業の効率化・負担軽減も実現した。

事例概要

取組内容

○ 年間を通じて作業が平準化された。
○ 日々の業務に確認作業が組み込まれたことで、伝票内容を覚えているうちに確認作業ができ、担当者の負担軽減や

作業時間の短縮に繋がった。
○ 伝票作成時から仕訳のことも意識するようになり、作業の効率化が図られた。
○ 財務書類の完成時期が、翌年度１月末頃から、翌年度10月末頃に早期化された。

効果等

【確認作業の流れ】 ※①～④の作業を事業担当課及び財政課で実施

①マッチング表 伝票単位で資産か費用か仕訳

②仮勘定台帳の管理 マッチング表から追加、工事完了後に削除

③異動データワークシート 固定資産台帳へ追加する資産単位で記載

④資産配分表 複数の伝票を複数の資産に配分するシート

→ 作業にあたり、毎年説明会を開催し、確認事項を共有している

○ 仕訳の確認作業について、これまで出納閉鎖後
に事業担当課で確認を行っていたが、作業量が多
く、財務書類等の作成が遅れていた。

○ 従来、対象決算年度の翌年度７月頃からまとめ
て作業していたものを、平成30年度決算分からは、
４～11月分、12～２月分、３月分、出納整理分の４
回に分けて、平成30年12月頃から確認作業を開始
し、作業の前倒しと平準化を実施。

○ なお、最終的な仕訳の確認は委託業者が行って
いるが、疑義があれば財政課と協議。また、財務
書類の納品時には、「統一的な基準による財務書
類作成チェックリスト」を活用し、整合性を確認して
いる。

○ これにより、平成30年度決算分については、令和
元年10月末に財務書類が完成した。
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予算科目と公会計の勘定科目の統一化／日々仕訳システムの導入（神奈川県山北町）

○ 財務会計システムの更新を契機として、日々仕訳に対応したシステムを導入。導入にあたっては、予算科目の細々節に公
会計上の仕訳を登録することで、業務の効率化を図った。

事例概要

○ 既存の財務会計システムのリース契約終了（平成29年度
末）に伴い、次期財務会計システムを新しく選定する際に、
地方公会計の機能も一体となった日々仕訳に対応したシス
テムを導入。

○ 平成30年度予算の編成段階から新システムを稼働させる
ため、調整作業は、平成29年5月に開始し､10月までに完了｡

○ 日々仕訳の導入に当たって、あらかじめ予算科目に公会計
上の勘定科目を紐付けておくことで、担当課が仕訳の作業を
行わずとも、予算執行を行うだけで自動的に仕訳が行われる
ことから、財務会計システムの変更による操作説明会は実施
したが、それ以外の説明は実施せずに導入を実現｡

取組内容

○ 出納閉鎖、決算統計作業の後、速やかに現金取引以外の整理に入ることができ、作業時間が大幅に短縮された。
○ 財務会計システムが変更となったこと以外に、担当課として作業に大きな変更がないため、庁内調整に時間をかけず、

業務を進めることができている。
○ 資産形成における取引については、予算執行の際、固定資産台帳の異動を登録する画面へ自動的に遷移し、

資産情報の更新を行わないと予算執行等ができないため、事業担当課に資産を強く意識してもらうことができた。

効果等

スケジュール表を追加願います。

H29
5月

6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

H30
1月

2月 3月 4月

細々節の科目（設定前） 細々節の科目（設定後）

借上料
借上料（所有権移転）（資産計上）

借上料（所有権移転外）（費用計上）

改修工事
改修工事（資産計上）

修繕費（費用計上）

資産計上するもの、
費用計上するもの

へと分割

業者とのヒアリング

機能要件の確認

予算データの移行

細々節の設定
の仕方の確認

操作説明会
（予算）

予算編成稼働

執行データの移行

操作説明会
（執行）

執行
本稼働

【予算編成までのスケジュール】

【細々節への登録イメージ】

○ 細々節の設定作業は、従前の予算科目コードデータを抽出し、
システム受託業者において公会計上の勘定科目との紐付け案を
作成し、財政担当課で確認。特に、１つの節内で資産形成を成す
ものとそうでないものが混在するケース（委託料など）を確認。
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固定資産台帳の整備・公表について

 固定資産台帳とは、固定資産をその取得から除売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理する
ための帳簿で、所有するすべての固定資産（道路、公園、学校、公民館等）について、取得価額、耐用年数等
のデータを網羅的に記載したものです。

 固定資産台帳は、財務書類の作成に必要な情報を備えた補助簿ですが、施設別・事業別等のセグメント別の
財務情報を合わせて示すこと等により、個別の行政評価や予算編成、公共施設の老朽化対策等に係る資産管理
等といった活用につなげるためにも重要であり、民間事業者によるＰＰＰ／ＰＦＩ事業への参入促進にもつな
がると考えられます。上記の観点等から、固定資産台帳は公表を前提としています。

※印は基準モデル等からの追加

原則として「①基本項目」を備えるとともに、
各地方自治体の判断により、それぞれの状況に
応じて、記載する項目を追加することも可能。
（例：②追加項目）

固定資産台帳の記載項目
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固定資産台帳の実例（熊本県宇城市）

台帳
番号 資産名称

所
在
地

管理部署 取得
年月日 開始時区分 帳簿原価 償却累計金額 帳簿価額 耐用

年数 数量 単位 階数 構造種別 建物用途

31532 宇城市役所 本庁舎本館 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 19940319取得価額 2,071,367,235 1,159,965,632 3,757,440 50 6254.03 ㎡ 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

31533 宇城市役所 車庫 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 19940319再調達価額 49,440,000 45,682,560 693,120 31 824 ㎡ 1鉄骨コンクリート（C) 庁舎

31534 宇城市役所 機械室（棟） ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 19940319再調達価額 9,120,000 8,426,880 656,640 31 152 ㎡ 2鉄骨コンクリート（C) 庁舎

31535 宇城市役所 自転車置き場 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 19940319再調達価額 8,640,000 7,983,360 528,706,800 31 144 ㎡ 1鉄骨コンクリート（C) 庁舎

31537 宇城市役所 新館 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 20070401取得価額 734,315,000 205,608,200 2,481,840 50 2849.46 ㎡ 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

101118
宇城市役所本庁舎附属棟倉庫整
備工事 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 20160323取得価額 3,240,000 758,160 657,468 26 1 式 1鉄骨コンクリート（C) 倉庫・物置

101120
宇城市役所本庁舎1階執務室間仕
切り工事 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 20150624取得価額 1,099,440 441,972 149,781,796 15 1 式 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

102154
宇城市役所本庁舎本館耐震補強
工事 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 20190318取得価額 159,342,334 9,560,538 8,570,136 50 1 式 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

102256
宇城市役所本庁舎空調設備改修
工事 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 20181210取得価額 11,144,520 2,574,384 179,928 13 1 式 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

103527
宇城市役所本庁舎ベビーシート・ベ
ビーキープ設置工事 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 20160330取得価額 449,820 269,892 3,031,440 10 3 台 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

103983
宇城市役所本庁舎放送設備改修
工事 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 20190328取得価額 3,794,040 762,600 1,577,506 15 1 式 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

104798
宇城市役所新館２階ユニバーサル機
器設置工事 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 20191202取得価額 1,821,600 244,094 1,032,966 15 1 式 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

104951
宇城市役所教育⾧室空調設備改
修工事 ・・・ 公共施設マネジメント課管財係 20200108取得価額 1,221,000 188,034 1,168,640 13 1 式 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

105098
宇城市役所無線ＬＡＮ環境整備
工事 ・・・ 情報政策課情報政策係 20200127取得価額 1,460,800 292,160 811,800 10 1 式 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

106144
宇城市役所会議室無線LAN設置工
事 ・・・ 情報政策課情報政策係 20201012取得価額 902,000 90,200 34,121,504 10 1 式 3鉄骨鉄筋コンクリート（A) 庁舎

107469
宇城市役所議場 システム改修業務
委託 ・・・ 議会事務局議事係 20220323取得価額 34,121,504 0 3,757,440 10 1 式 3鉄筋コンクリート（B) 庁舎

宇城市 固定資産台帳（令和３年度末時点）
（一部抜粋）

同一施設でも、耐用年数が異なる場合、区分している市役所で、ソート

縦（列）：記載項目
横（行）：記載単位
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⑥固定資産台帳に反映

①資産の棚卸
（現物確認）

②登録データの作成

③公有財産台帳登録

資産の取得・異動

Ⅰ．日々仕訳

（各部署）

（各部署）

（各部署）

（管財） ⑤固定資産台帳登録
（会計）

Ⅱ．期末一括仕訳

②登録データの作成

③公有財産台帳登録

資産の取得・異動 （各部署）

（各部署）

（各部署）

（管財）

（会計）

＜期末＞

⑥固定資産台帳に反映

⑤固定資産台帳に
データ取り込み等

＜随時＞＜随時＞

固定資産台帳
の固有の記載
項目も含む。

一元化の
可能性あり

追加の
情報照会

データ
統合

データ
統合

①資産の棚卸
（現物確認）

④執行データとの照合
寄附・寄贈の調査 等

（会計）

④執行データとの照合
寄附・寄贈の調査 等

（会計）

※１ 新規に取得又は異動した資産以外についても、年１回を基本として固定資産台帳整備・管理担当課が各部署に照会をかけ、年度末の状況を
把握する。

※２ 期末に、固定資産台帳と貸借対照表の資産残高が一致しているか確認する。

【参考】固定資産台帳管理（毎年）の流れの例
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固定資産台帳への登録漏れを防ぐための取組（愛媛県砥部町）

事例概要

取組内容

効果等

○ 予算編成の段階から複式簿記の勘定科目と予算科目が
対応するよう、勘定科目に合わせて予算細節・細々節を細
分化。

（例）委託料について、資産形成に繋がるものと、費用計上
するもの（資産外）に分類

→予算編成段階で資産計上するものの特定が可能に

○ 資産形成に繋がる支出伝票には、決裁時に「取得資産登
録伝票」を添付することを要件化し、台帳登録が漏れていた
場合は支出処理自体を停止する仕組みとすることで、固定
資産台帳への登録漏れを防ぐ体制を構築。

○ 支出伝票決裁時には、会計課において「取得資産登録伝
票」の添付状況を確認し、１ヶ月分をまとめて、管財担当課
に回付し、台帳登録内容を確認する。その後、財政担当課
で最終確認として、財務会計システム内の仕訳データと固
定資産台帳の登録内容が一致していることを確認する。

○ 予算編成の段階から複式簿記の勘定科目に対応するように予算科目を設定することにより､仕訳作業を効率化するとともに､
資産形成を伴う支出伝票の決裁時には資産登録伝票の添付を要件化し、固定資産台帳への登録漏れを防ぐ体制を構築。

○ 出納閉鎖時（６月１日）において、仕訳の確認と固定資産台帳の更新が概ね完了している状況となるため、出納閉鎖後速
やかに作業に入り、９月議会に間に合うように財務４表を完成させることが可能となった。

○ 台帳登録済みの伝票がない場合に支出処理自体を停止する仕組みにより、固定資産台帳への登録漏れがなくなった。

○ 支出伝票の処理と同時に固定資産台帳への登録作業を行うことにより、台帳登録作業が日々のルーティンワークに溶け
込み、公会計の事務に対する職員の負担感を軽減させることに繋がった。 40



（３）地方公会計の活用に向けた取組

41



（単位:団体）

※ 複数回答あり

○令和５年度における活用状況

調査項目 全団体
（1,788団体）

７～９月
（77団体）

10～12月
（117団体）

１～３月
（1,498団体）

活用している 1,339 (74.9%) 73 (94.8%) 92 (78.6%) 1,128 (75.3%)
行政外部に向けての活用
（住民への公表や地方議会、その他外部への情報開示等のための活用） 621 (34.7%) 54 (70.1%) 60 (51.3%) 499 (33.3%)

行政内部での活用 904 (50.6%) 45 (58.4%) 55 (47.0%) 763 (50.9%)

公共施設等総合管理計画の策定や改訂時に、財務書類や固定資産台
帳の情報を活用した 160 (8.9%) 7 (9.1%) 10 (8.5%) 129 (8.6%)

個別施設計画の策定や改訂時に、財務書類や固定資産台帳の情報を
活用した 83 (4.6%) 5 (6.5%) 11 (9.4%) 65 (4.3%)

施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した（セ
グメント分析等） 86 (4.8%) 19 (24.7%) 8 (6.8%) 58 (3.9%)

使用料・手数料の見直し・改定の検討にあたり、財務書類や固定資
産台帳の情報を活用した 75 (4.2%) 9 (11.7%) 8 (6.8%) 54 (3.6%)

未利用財産の活用・処分の検討に固定資産台帳の情報を活用した 185 (10.3%) 5 (6.5%) 10 (8.5%) 161 (10.7%)

その他公共施設についての検討材料として、財務書類や固定資産台
帳の情報を活用した 245 (13.7%) 8 (10.4%) 10 (8.5%) 217 (14.5%)

上記以外の活用 263 (14.7%) 11 (14.3%) 16 (13.7%) 226 (15.1%)

活用していない 449 (25.1%) 4 (5.2%) 25 (21.4%) 370 (24.7%)

早期作成

地方公会計の活用状況
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財務書類・固定資産台帳の活用方法

セグメント分析

事業別・施設別の行政コスト計算書等を作成する
ことでセグメントごとの分析が可能
○ 予算編成への活用

→ ライフサイクルコストを踏まえた施設建設の検討

○ 公共施設等総合管理計画の推進等
→ 公共施設等総合管理計画の見直し・推進や

個別施設計画の策定・推進への活用

○ 施設の統廃合
→ 施設別コストの分析による統廃合の検討

○ 受益者負担の適正化
→ 受益者負担割合による施設使用料の見直し

○ 行政評価との連携
→ 利用者１人当たりコスト等を活用して評価

適切な資産管理

○ 将来の施設更新必要額の推計

→ 施設の更新経費の平準化、総量抑制等の全庁的な
方針の検討

○ 未収債権の徴収体制の強化

→ 貸借対照表上の回収見込額を基にした債権回収の
ための全庁的な組織体制の検討

情報開示

○ 住民への公表や地方議会での活用

→ 財務書類のわかりやすい公表や議会審議の活性化

マクロ的視点 ミクロ的視点

○ 地方債ＩＲへの活用

→ 市場関係者に対する説明資料として活用

○ ＰＰＰ／ＰＦＩの提案募集

→ 固定資産台帳の公表により民間提案を募集

行政外部での活用

財政指標の設定 財務書類・固定資産台帳に係る各種指標を設定

→ 有形固定資産減価償却率を踏まえた公共施設等マネジメント等

行政内部での活用 ⇒ 人口減少が進展する中、限られた財源を「賢く使うこと」につなげる
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○ 統一的な基準による固定資産台帳や財務書類から得られた指標を用いた分析等を行い、公共施設等の適正管理をはじめ
とする資産管理や予算編成等に活用されるよう、各地方公共団体の作成した財務書類の情報やストック情報（団体全体、施設
類型ごと）を比較可能な形で公表。
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財務書類の概要

地方公会計に係る指標

【財務書類の「見える化」】 【ストック情報の「見える化」（財政状況資料集の充実）】

施設類型ごとの有形固定資産減価償却率、一人当たりの面積等

有形固定資産減価償却率（全体）

施設情報の分析欄
類似団体と比較して、特に認定こども園・幼稚園・保育所や公営住宅などで減価償却率が高くなっている。
認定こども園・幼稚園・保育所については、特に幼稚園の有形固定資産減価償却率が高くなっている。神戸市では平成27年度に「子ども・子育

て支援新制度実施後の神戸市立幼稚園のあり方」を策定し、市街地における幼稚園の規模を適正化する観点から、令和２年度までに計９園の
閉園を進め、施設総量の削減を図ってきた。平成30年度には幼稚園を含めた学校施設にかかる個別施設計画を策定しており、同計画に基づい
て老朽化対策に取り組んでいく。

また、市営住宅については、令和２年度に作成した第３次市営住宅マネジメント計画に基づき、引き続き適正な住宅ストックとなるよう、再編と回
収に取り組んでいく。

一方、道路については、舗装のひび割れ率やわだちを定量的に評価し、計画的かつ緊急性の高いものから順次道路補修整備、また道路改良
工事に合わせて計画的に舗装補修を行ってきており、有形固定資産減価償却率は上昇傾向にはあるものの全国平均を下回っている。今後も、
引き続き計画的に道路修繕を実施する。

有形固定資産減価償却率の分析欄

本市の有形固定資産償却率は、前年度比+0.5ポイントとなり、
類似団体と比べ高い水準となっている。これは既存ストックの有
効活用や重点的・効率的な投資などによる公債費負担の適正化
に努めてきたことが影響していると考えられる。【R03減価償却率
数値：69.3％】

神戸市では、平成28年度に公共施設等総合管理計画を策定し、
施設の長寿命化を推進する一方で、施設の統廃合や複合化・集
約化、再配置などを計画的に進めながら、施設保有量の低減
（平成23年度を基準に「30年間で10％の削減」）を図ることで適
正な施設管理を推進していく。

（抜粋） （抜粋）

施設類型：

道路、橋りょう・トンネル、公営住宅、港湾・漁港、認定こども園・幼稚園・保育所、学校施設、児童館、
公民館、図書館、体育館・プール、福祉施設、市民会館、一般廃棄物処理施設、保健センター・保
健所、消防施設、庁舎

２.資産と負債の比率
３.行政コストの状況
４.負債の状況
５.受益者負担の状況 も同様に公表

分析：
・一般会計等における資産の部については、市有地の売却や減価償却の進捗などにより有形固定資産が93億円減少した一方で、市債の満期一括償還に向けた減債基金（公債
基金）の積立額の増加などにより投資その他の資産が593億円増加した結果、資産合計では324億円の増加となった。

・負債の部については、職員の新陳代謝の進捗により、退職手当引当金が減少した一方、臨時財政対策債の発行などにより地方債残高が増加したことにより、負債合計は403
億円の増加となった。

・全体会計においては、棚卸資産の増加等により資産合計が164億円増加し、地方債残高の増加等により負債合計が146億円増加した。

２. 行政コストの状況
３. 純資産変動の状況
４. 資金収支の状況

も同様に公表

令和3年度 財務書類に関する情報②（一般会計等に係る指標）

１．資産の状況
①住民一人当たり資産額（万円）

分析欄：

１．資産の状況

・各指標とも類似団体平均値と同程度であるが、住民一人
当たり資産額では市有地の売却や減価償却の進捗などにより有
形固定資産が減少した一方で、市債の満期一括償還に向けた減
債基金（公債基金）の積立額の増加などにより、資産合計額が増
加した。さらに、人口の減少による影響を受け、3.7万円の増加と
なった。
・有形固定資産減価償却率は0.5％増の69.3％となっており
増加傾向にあり、施設別に見ると有形固定資産に占める割合の
多い学校施設や市営住宅が高い傾向となっている。
・老朽化が進んでいる施設については、公共施設等総合管理
計画の下、適正な管理と長寿命化によるコストの縮減とともに、
利用需要や市民ニーズの変化への対応、公共施設等が果たす
機能と役割、施策効果等を勘案し、規模や用途の変更、施設の
存廃、施設機能の見直し等、資産管理の最適化を進めていく。

１．資産・負債の状況

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
390,622,059 387,063,059 386,567,112 390,700,762 393,937,625

1,542,935 1,538,025 1,533,588 1,526,835 1,517,627

253.2 251.7 252.1 255.9 259.6

241.9 240.5 240.7 241.4 243.8

資産合計

人口

当該値

類似団体平均値

（単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
資産 3,906,221 3,870,631 3,865,671 3,907,008 3,939,376

負債 1,448,450 1,419,307 1,442,522 1,481,744 1,522,018

資産 6,573,927 6,572,172 6,552,439 6,588,173 6,604,540

負債 2,324,844 2,279,603 2,278,992 2,305,315 2,319,908

資産 6,851,862 6,817,870 6,791,336 6,838,201 6,872,849

負債 2,584,304 2,509,372 2,499,960 2,529,227 2,557,235

一般会計等

全体

連結

人口 1,517,627 人(R4.1.1現在） 職員数（一般職員等） 18,900 人

面積 557.03 ㎢ 実質赤字比率 - ％

標準財政規模 461,249,025 千円 連結実質赤字比率 - ％

類似団体区分 政令指定都市 実質公債費率 4.4 ％

将来負担比率 56.4 ％

地方公会計の「見える化」・財政指標の活用の推進



• 健全化判断比率には現れないストック情報を加味した財政分析に資するもの
• 有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年数に対

して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把握することが可能となる指標
• 将来負担比率と組み合わせて用いることにより、老朽化対策の進捗状況の分析を深めることが期待

地方公会計指標 ～有形固定資産減価償却率～

算定式
減価償却累計額

有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額

56.0

58.3

59.6

60.9
61.6

62.0
62.9

63.4
64.3

65.2

58.9
60.0

60.7
61.6

62.4

58.8

60.3
61.3

62.0
63.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

有形固定資産減価償却率の推移

都道府県 政令指定都市 市区 町村

※各団体の有形固定資産減価償却率（資産全体）を加重平均したもの。

有形固定資産減価償却率
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財政指標の設定（有形固定資産減価償却率）

【事例】有形固定資産減価償却率の公共施設等マネジメントへの活用（東京都町田市）

○ 市全体の有形固定資産減価償却率だけでなく、施設類型別の有形固定資産減価償却率を把握することで、公共施設等
のマネジメントに活用する。

背景・目的

○ 有形固定資産のうち、償却資産の取得価
格に対する減価償却累計額の割合を計算
することにより、耐用年数に対して資産の
取得からどの程度経過しているのかを全体
として把握することができる。

○ 全体の有形固定資産減価償却率は
33.7％であるが、小学校は58.5％、保育園
は35.1％となっており、小学校の有形固定
資産減価償却率が高くなっている。

事例概要

当該有形固定資産減価償却率や実際の損耗状況等も踏まえつつ、公共施設等総合管理計画を進めていくこととしている。○ 当該有形固定資産減価償却率や実際の損耗状況等も踏まえつつ、公共施設等総合管理計画を進めていくこととしている。

○ 公共施設等の老朽化対策の優先度を踏まえたメリハリのある予算編成につなげることも期待される。

効果等

小学校と保育園のどちらの
老朽化対策の優先度が高いか…

減価償却累計額

償却資産（建物及び工作物）の
貸借対照表計上額

＋ 減価償却累計額

有形固定資産減価償却率＝

減価償却累計額
1,131億円

【団体全体】

建物・工作物の
うち未償却分

2,226億円
【団体全体】

団体全体

建物・工作物

の取得価格
3,357億円

33.7％が
償却済

減価償却累計額
317億円
【小学校】

建物・工作物の
うち未償却分

225億円
【小学校】

小学校

建物・工作物

の取得価格
542億円58.5％が

償却済

小学校と保育園とを比較すると小
学校の方がより老朽化していると
いえる！！

減価償却累計額
7億円

【保育園】

建物・工作物の
うち未償却分

13億円
【保育園】

保育園

建物・工作物
の取得価格

20億円
35.1％が
償却済
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固定資産台帳を活用した受益者負担の適正化（東京都福生市／新潟県聖籠町）

○ 使用料・手数料の見直しに際して、行政サービスの原価に受益者負担割合を乗じることで、理論上の適正価格を算出し、
それを踏まえて、料金改定を実施。行政サービスの原価の計算に当たっては、施設等の減価償却費等を含めることとし、
その際、固定資産台帳のデータを活用。

事例概要

○ 使用料・手数料の改定を行うための基準として、施設利用や役務の提供に係る行政コスト（原価）を明らかにし、
その際、固定資産台帳を活用して、減価償却費等を含めた基準額を算出することにより、透明性・公平性を担保し、
より適切に受益者負担の適正化に向けた見直しを実施することが可能となる。

効果等

新潟県聖籠町の取組内容

○ 平成30年度に策定した「行財政改革大綱」において、
改革の視点の一つに「受益者負担」が挙げられたこと
を踏まえ、令和元年7月に「聖籠町手数料、使用料等
調査審議委員会」を設置し、手数料・使用料の見直し
を諮問。

○ 委員会における検討で、施設の維持管理や事務
サービスに係る実際の費用（サービスの原価）につい
て、施設の使用料のサービスの原価については、減価
償却費を含めることとし、固定資産台帳のデータを活
用して算出。

（人件費）+（物件費等※１）+（減価償却費※２）
※１：賃金、需用費、委託料、使用料及び賃借料、その他経費
※２：定額法によって算出

東京都福生市の取組内容

○ 地方公会計制度導入に伴い、「使用料・手数料等受益
者負担適正化方針」を平成29年度に策定し、コスト計算
を行うことで受益者負担の適正化を進める。

○ 使用料・手数料の原価計算は、人件費や物件費等に加
え、減価償却費、各引当金繰入金を対象として積算。

(人件費)+(物件費)+(維持補修費)+(補助費等)
+(公債費（利子分））+(減価償却費)+(各引当金繰入金)

○ 減価償却費は、建物及び附属設備、管理システム等の
ソフトウェアの減価償却費の当該年度分とし、固定資産
台帳に計上されている取得費用と法定耐用年数に応じて
算出。

○ 行政コスト計算書の各種引当金の合計を職員数で除し、
その単価を各施設の人数、事務割合を乗じて算出。
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（座長） 関口 智 立教大学経済学部教授
（委員） 天川 竜治 熊本県宇城市副市長

石川 恵子 日本大学経済学部教授
伊集 守直 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
遠藤 尚秀 大阪公立大学大学院都市経営研究科教授
川口 克仁 大阪府大東市会計管理者

小室 将雄 有限責任監査法人トーマツパートナー
菅原 正明 公認会計士・税理士
高橋 晶子 EY新日本有限責任監査法人シニアマネージャー・公認会計士

高橋 優治 横浜市財政局財政部財政課財政調査担当課長
中川 美雪 合同会社みらい会計研究所代表・中川美雪公認会計士事務所代表
安武 昌樹 東京都会計管理局新公会計制度担当課長

（オブザーバー）小田切 慎一 財務省主計局法規課公会計室長

○平成26年に設定した「統一的な基準」に基づき、財務書類の作成を推進してきた結果、令和３年度末には、1,638/1,788団体（91.6％）の自治体
で毎年度作成がなされるなど、定着してきた。

○一方で、以下の課題がある。
①資産管理等への活用が２割程度に留まるなど、公共施設マネジメント等への更なる活用の余地（活用に関する課題）
②これまでの統一的な基準の運用等を踏まえ、統一的な基準の精度を検証し、必要に応じて改善が必要。（基準のメンテナンスに関する課題）

①地方公会計情報の一層の活用方法の検討
・固定資産台帳の活用（公共施設マネジメント等）
・財務書類の活用（セグメント分析）

②統一的な基準の検証・改善
・固定資産台帳の精緻化（精度の底上げ、施設との紐付け）
・固定資産台帳と他の台帳（公有財産台帳等）との連携
・財務書類の計上方法の精査
・予算執行との連携による早期作成・精緻化・負担軽減 など

１．背景・課題

令和４年８月１日（月）から２年間

２．検討項目 ３．スケジュール

４．構成員

今後の地方公会計のあり方に関する研究会
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１．地方公会計の更なる活用

２．統一的な基準の検証・改善（所有外資産関係）

○ 所有外資産（国所有・地方管理の資産等）の整備に係る支出は、支出年度に一括で費用処理するため資産計上していない一方、当該資産の整備費

用に対する地方債充当分は負債計上しており、両者でアンバランスな取扱いが続いている。今般、その整備・管理の実態を踏まえ、地方公会計の資

産定義への該当性を改めて検討した結果、当該団体が管理権限を持つ所有外資産の整備に係る支出は、資産計上すべきと整理。

○ 財務書類に対する影響度や地方団体の実施可能性を考慮し、都道府県管理の国道・河川（指定区間外の国道、指定区間の一級河川・二級河川）を

優先して計上すべき。（ただし、それ以外の所有外資産も、実態に応じて資産計上を妨げない）

○ マニュアル改正等、実務的取扱いが具体的に決まった年度の次年度から１～２年間を整備期間とすべき。 等

○ 地方公会計は資産情報やフルコスト情報を示す上で有効であり、決算統計や他の財務情報と同様に、意思決定に役立つ根拠数字の一つとして、

地方公会計情報を使用するという考え方が重要。合理的な説明根拠として用いられれば、議会説明や住民理解への活用につながっていく。

○ また、更なる活用を推進するため、早期作成に向けた作業負担の軽減策等について引き続き検討。

○ 実態調査の結果、財務書類や固定資産台帳自体を「活用」した認識はなくても、公共施設マネジメント等において、地方公会計情報（減価償却等）

を利用している状況が把握できた。

○ 財務書類全体の活用ではなく、部分的な活用を「活用」と捉えるなど、活用の認識範囲を広げ、自然体で活用することも重要。（具体事例を検討）

個別施設におけるライフサイクルコストを含めた中長期の分析

議会説明や住民理解への活用

地方公共団体の活用認識

○ 全国的に喫緊の課題である公共施設等の老朽化対策を進める上で、個別施設の資産状況の把握やライフサイクルコストも含めた中長期の分析

には、減価償却など発生主義に基づく地方公会計情報が必要。 （具体の分析方法等については引き続き検討）

○ なお、中長期の分析を行う際には、コスト縮減の観点だけでなく、住民サービスの目的達成の状況等多角的な分析が重要。

外部専門人材

○ 地方公会計情報を活用するには一定の専門知識が必要となるが、知識・ノウハウのない地方公共団体においては、外部専門人材の活用が有効。

現在実施している「経営・財務マネジメント強化事業」は一定の効果を上げており、引き続き、現場ニーズに適した優良事例の収集や周知が必要。

今後の地方公会計のあり方に関する研究会 中間取りまとめのポイント

地方公会計の活用推進のために、下記４つの視点から整理検討。

R5.3.31
公表資料

49



３ 公共施設等の適正管理について
（１）公共施設等総合管理計画の作成及び見直しについて

50



・ 過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える
一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にある。

・ 人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。
・ 市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある。

公共施設等総合管理計画の策定及び見直し

○ 各地方公共団体は、公共施設等の全体を把握し、長期的視点に立って
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、「公共施設等総合
管理計画」を策定している。

○ また、公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応
方針を定める「個別施設計画」を策定している。

背 景

個別施設計画の策定 ※令和４年度までに策定

＜個別施設計画の内容＞
公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を

定める計画として、点検・診断によって得られた個別施設の状態や維持管理・

更新等に係る対策（※）の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期、

対策費用を定めるもの。

※ 維持管理・更新等に係る対策
次回の点検、修繕・更新、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化・集約化、

廃止・撤去、耐震化等

【インフラ長寿命化計画の体系】

総務省所管

各施設所管省庁所管

（行動計画） （行動計画）

インフラ長寿命化基本計画
（平成25年11月関係省庁連絡会議決定）

各省庁が策定

道路 河川 学校 道路 河川 学校

公共施設等総合管理計画

（個別施設計画）（個別施設計画）

各省庁
において策定

各地方公共団体
において策定

【国】 【地方】

＜公共施設等総合管理計画の内容＞

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うための中期的な取組の方向性

を明らかにする計画として、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する

基本的な方針を定めるもの。

※原則として平成28年度までに策定

＜公共施設等総合管理計画の見直し＞

令和５年度までに、個別施設計画等を踏まえた見直しを行うよう要請。

※令和６年３月末時点において、97.8％の団体の見直しが完了

公共施設等総合管理計画等の策定及び見直しの推進
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52
個別施設計画 A 個別施設計画 B 個別施設計画 C 個別施設計画 D

令和４年度までに策定完了

総合管理計画策定の目的
・更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行うことによる財政負担の軽減・平準化
・公共施設等の最適配置の実現

○ 公共施設等の管理の基本的な方針

●計画期間等
●全庁的な取組体制等
●公共施設等の管理の基本的な考え方

●PDCAサイクルの推進方針

公共施設等総合管理計画 令和３年度までに個別施設計画等を踏まえた見直しを要請
（新型コロナウイルス感染症等により令和４年度以降となる場合は、令和５年度まで）

平成28年度までに策定

⑨数値目標の設定

・公共施設等の数・延べ床面積等に関する目標
・トータルコストの縮減・平準化に関する目標 等

公共施設等総合管理計画見直しのイメージ

○ 公共施設等の現況及び将来の見通し

対策の
内容等
反映

反 映

反映

中長期的な維持管理・更新等の経費の見込み

既存施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の（自然体の）経費見込み

個別施設計画に基づく対策効果を反映した経費見込み 対策による効果額
比較 充当可能な財源の見込み 取組

効果
反映

⑩ 地方公会計（固定資産台帳等）の活用
⑪ 保有する財産（未利用資産等）の活用や

処分に関する基本方針
⑫ 広域連携
⑬ 地方公共団体における各種計画及び

国管理施設との連携
⑭ 総合的かつ計画的な管理を実現する

ための体制の構築方針
※将来的なまちづくりの視点から検討

※ PPP /PFI の活用などの考え方

① 点検・診断等の実施方針
② 維持管理・更新等の実施方針
③ 安全確保の実施方針
④ 耐震化の実施方針
⑤ 長寿命化の実施方針
⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針
⑦ 脱炭素化の推進方針
⑧ 統合や廃止の推進方針



○ 総合管理計画の策定・改訂の検討の際の情報の洗い出しの段階から、全庁的な体制を構築して取り組むこと。

○ 具体的には、公共施設等の情報を管理・集約するとともに、各部局において進められる個別施設計画策定の進捗を管理し、
総合管理計画の進捗状況の評価等を集約する部署を定めるとともに、部局横断的な施設の適正管理の取組を検討する場
を設けることなどが想定される。

庁内横断の検討組織

公共施設マネジメント所管部局

個別施設所管部局
各施設の点検・診断、個別施設計画の策定、計画の実行 等

個別施設所管部局
各施設の点検・診断、個別施設計画の策定、計画の実行 等

部局横断的な取組の検討、総合管理計画の数値目標の検討、
計画の達成状況等を踏まえた評価、計画の改訂 等

公共施設等の情報の管理・集約、
総合管理計画・個別施設計画の進捗管理 等

○○部 △△部 □□部・・・

＜全庁的な体制構築イメージ＞

●●部

総合管理計画の推進体制等
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新経済・財政再生計画改革工程表2023（令和5年12月21日経済財政諮問会議決定）抜粋

54



地方自治体における総合管理計画見直し状況

55

○公共施設等総合管理計画の見直し状況（令和６年３月３１日時点）

区分

都道府県 指定都市 市区町村 【参考】合計

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

回答団体数 47 100.0% 20 100.0% 1,721 100.0% 1,788 100.0%

見直し済 47 100.0% 20 100.0% 1,682 97.7% 1,749 97.8%

第一 総合管理計画の見直しについて

一 総合管理計画の見直しに当たっての基本的な考え方

総合管理計画については、平成26年度から平成28年度までに策定するよう要請してきたが、その後一定の期間が経過するとともに、国（各省）のインフラ長寿命化計画が

令和２年度中に見直される予定であることも踏まえ、令和３年度中（※）に総合管理計画の見直しを行うこと。

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和４年度以降となる場合は、令和５年度まで。

その際、総合管理計画の期間内であっても、また、全ての個別施設計画の策定が完了していないとしても、その時点で策定済の個別施設計画等を踏まえ、見直しを行うこと

参考：「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」(令和３年１月26日付総財務第６号自治財政局財務調査課長通知)(抜粋)



主な個別施設計画の策定状況

出典：令和５年12月18日「インフラ老朽化対策の推進に関する
関係省庁連絡会議幹事会（第13回）」資料を基に作成

分野 対象施設
策定完了時期

（Ｒ６．３．３１以降の場
合）

Ｒ６．３．３１策定見込み Ｒ５．３．３１計画策定率
（参考）Ｒ４．４．１

計画策定率

消防関係施設 消防庁舎 未定 ９５％ ９０．１％ ８７％

学校施設 公立学校施設 未定 ９９．６％ ９９．２％ ９８％

社会教育施設 社会教育施設（社会体育施設及び文化会館等を除く。） Ｒ７．３ ８９．３％ ８６．８％ ８４％

水道分野 上水道施設 － － １００％ ９８％

医療分野 病院 未定 未定 ８０．４％ ７２％

福祉分野 児童福祉施設等 Ｒ７．３ ８５％ ８２．４％ ８２％

農業水利施設 ダム、調整池、ため池、頭首工、水路、用排水機場、施設機械等 － － １００％ １００％

農道 橋梁（橋長15m以上）及びトンネル － － １００％ １００％

農業集落排水施設 管路施設、処理施設 － － １００％ １００％

地すべり防止施設 抑止工、抑制工 － － １００％ １００％

治山 保安施設事業に係る施設、地すべり防止施設等 － － １００％ １００％

林道 橋梁（橋長4m以上）、トンネル及びその他重要な施設 － － １００％ １００％

漁港施設 外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設、漁港施設用地、漁港浄化施設 － － １００％ １００％

漁場の施設 増殖場、養殖場 － － １００％ １００％

漁業集落環境施設 漁場集落排水施設 － － １００％ １００％

工業用水 工業用水道事業 Ｒ７．３ ８７％ ８０％ ７６％

道路 橋梁（橋長2m以上） － １００％ ９９．３％ ９７％

河川・ダム 主要な河川構造物 Ｒ８．３ ９８．７％ ９８．７％ ９９％

砂防 砂防設備（砂防堰堤、床固工等）、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設 － － １００％ １００％

海岸 堤防・護岸・胸壁等 － １００％ ９９．４％ ９９％

下水道 管路施設、処理施設、ポンプ施設 － － １００％ １００％

港湾 外郭施設 Ｒ８．３ ９９．２％ ９９．１％ ９９．６％

公園 都市公園 － － １００％ ９９％

住宅 公営住宅 Ｒ７．３ ９８％ ９７．５％ ９８％

廃棄物処理施設 一般廃棄物処理施設 Ｒ７．３ ９５．７％ ９３．２％ ９１％

地方公共団体庁舎 地方公共団体庁舎 － － ８５．４％ ８２％

（注） ・上記表中の対象施設には、分野により、地方公共団体所有でない施設が含まれているものもある。
・「Ｒ６．３．３１策定見込み」は、Ｒ５．３．３１時点で１００％に達していない対象施設のみ調査したもの 56



大分市公共施設等総合管理計画の記載事項（抜粋） 個別施設計画の内容を踏まえた総合管理計画
の見直しにより、
①費用推計の精緻化
②公共施設マネジメントに係る今後の方向性

の提示
が可能となっている。

①費用推計の精緻化
見直し前は、上段の「従来手法」（※１）による推計

のみだったが、個別施設計画を踏まえた見直しにより、
下段の「計画に沿った手法」（※２）による推計が可能
となった。
また、これにより、計画に基づく対策による具体的な効

果額も算出可能となった。

※１ 機械的に一定期間で施設の建替を行うと仮定

※２ 個別施設計画に沿った時期に施設の建替又は⾧寿
命化改修を行うことを想定

②今後の方向性の提示
具体的な施設を前提とした今後の公共施設マネジメ

ントの方向性を示すことが可能となった。

公共施設等総合管理計画を個別施設計画を踏まえて見直した例（大分県大分市）
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団体名等
公共施設等総合管理計画記載事項

策定
年度

改訂
年度

計画期間
施設

保有量

維持管理・更新等にかかる経費

総合管理
計画の

推進体制

公共施設等の管理に関する
基本的な考え方

ＰＤＣＡサイクルの
推進方針

都道
府県名

市区
町村名

現在要してい
る経費

将来にわたる経費の見込み

①点検・
診断等の
実施方針

・・・・・

⑭総合的かつ
計画的な管理
を実現するた
めの体制の
構築方針

耐用年数経過
時に単純更新し
た場合の（自然
体の）見込み

対策を反映した
見込み

対策等の
効果額

年度 年度 区分 年数 内容 内容
期間及び経費

の
見込み

対策を反映した
見込み

期間及び経費
の見込み

記載 記載 推進方針
サイク

ル
期間

○○
県

□□
市

平成
27年
度

平成
31年
度

11年
～

20年

20年 【公共施設】
約70.0万㎡
【インフラ】
道路：700㎞
橋りょう：3.5㎞
上水：450㎞
下水：400㎞
など

直近５年平
均で15億円
（公共施設5
億円、インフ
ラ10億円）

計画期間の年
平均で約35億
円（公共施設
12億円、インフ
ラ23億円）

計画期間の年
平均で約23億
円（公共施設8
億円、インフラ
15億円）

計画期間の年
平均で約12億
円（公共施設4
億円、インフラ
8億円）

公共施設等の
情報を一元的
に管理・集約
する部署として、
公共施設活用
課を新たに設
置。

有 ・・・・・ 有 進捗状況
を管理・集
約する担
当課と施
設所管課
で、定期的
に意見交
換し、
PDCAサイ
クルに基づ
き改善。

3年

○○
県

△△
市

平成
27年
度

令和
２年
度

11年
～

20年

20年 【公共建築物】
約72.0万㎡
【インフラ系】
道路：1,400㎞
橋りょう：7.0㎞
上水：900㎞
下水：800㎞
など

平成27年度
決算額で60
億円

今後20年間の
総額で約2,000
億円

今後20年間の
総額で約1,800
億円

今後20年間の
総額で約200
億円

財産活用課に
て、個別施設
計画の進捗状
況等を集約。
公共施設マネ
ジメント推進会
議やＷＧにお
いて、具体的
な取組等に向
けた検討を進
める。

有 ・・・・・ 有 有識者会
議等から
の提言も
踏まえ、総
合管理計
画で設定し
た数値目
標に照らし
て取組み
を評価する。

概ね
5年

（公表項目のうち一部項目を抜粋 ）

・
・

※上記データは実際の地方公共団体のものではない。

○ 公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等について、毎年度末時点で策定されている全団体分をとりまと
め、以下のように一覧にしたものを総務省HPで公表 （ URL : http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html ）。

公共施設等総合管理計画の比較可能な形での「見える化」

・
・

・
・

・
・

・
・ ・

・
・
・

・
・

・
・ ・

・
・
・ ・

・
・
・

・
・・

・

58

公共施設等総合管理計
画本文に記載されている
区分ごとにインフラの保

有量を記載

・
・

・
・



（２） 公共施設等適正管理推進事業債について
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対 象 事 業 充当率
交付税
措置率

① 集約化・複合化事業

９０％

５０％

【建築物（公民館等）】
・延床面積の減少を伴う集約化・複合化事業

【非建築物（グラウンド等）】
・維持管理経費等が減少すると認められる集約化・複合化事業

※複数団体が連携して実施する集約化・複合化事業の取組において、対象施設を有しない団体も実施主体に含む。

② 長寿命化事業

財政力に
応じて
３０～
５０％

（注）

【公共用建物】
・施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延長させる事業

【社会基盤施設】
・所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業（一定規模以下等の事業）

道路、河川管理施設（水門、堤防、ダム（本体、放流設備、観測設備、通報設備等））、砂防関係施設、海岸保全施設、
港湾施設、都市公園施設、空港施設、治山施設・林道、漁港施設、農業水利施設・農道・地すべり防止施設

③ 転用事業

・他用途への転用事業

④ 立地適正化事業

・コンパクトシティの形成に向けた長期的なまちづくりの視点に基づく事業

⑤ ユニバーサルデザイン化事業

・公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

⑥ 除却事業
－

・公共施設等の除却を行う事業

（注）義務教育施設の大規模改造事業に係る事業については、地方負担額に対する交付税措置率が、学校教育施設等整備事業債における義務教育施設の大規模改造事業 （地方単独事業）に係る

当該値を下回らないよう設定

【事業期間】令和４年度～令和８年度 【事業費】４，８００億円（令和６年度）

【地方財政措置】公共施設等適正管理推進事業債

公共施設等適正管理推進事業について
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※4 ①～⑥全ては公共施設等総合管理計画に基づき行われる事業で、⑥を除き、個別施設計画等に位置付けられた事業が対象。ただし、インフラ長寿命化基本計画において
個別施設計画に記載することとされている事項（対象施設、計画期間、対策の優先順位の考え方、個別施設の状態等、対策内容と実施時期、対策費用）が個別施設計画と同種・類似の
「施設整備計画」や「統廃合計画」等に全て記載されている場合は、個別施設計画を策定しない場合でも、集約化・複合化事業等の対象となる。

事業名

対象施設 ※1

参考

地方債措置

公共施設 ※2

公用施設 単独事業
国庫補助

事業

充
当
率

交付税
措置率社会基盤

施設

①集約化・複合化 ○

・ 複数の団体が連携して行う事業や国
庫補助事業も対象
・ グラウンド等の非建築物についても、
維持管理経費等が減少すると認められ
る場合は対象

○ ○

90％

50％

②長寿命化 ○ ○
令和４年度から空港施設、ダム（本体、
放流設備）を対象に追加 ○

財政力に応
じて30％～

50％

③転用
○

他の公共施設
への転用

○
公共施設
への転用

①との組合せ（集約化・複合化した残り
の施設の転用）も可能 ○

④立地適正化 ○
・ 国庫補助事業を補完する事業
・ 国庫補助事業と一体的に実施

する事業
※3 ※3

⑤ユニバーサルデザイン化 ○ ○ ○
庁舎などの公用施設における段差解消
やトイレの洋式化も対象 ○

⑥除却 ○ ○ ○ ○ －

※1 公営企業施設は対象外。
※2 ①～⑤の事業について、公営住宅は対象外。
※3 立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域内又は居住誘導区域内で実施することが補助率かさ上げ等の要件とされている国庫補助事業を補完する事業又は当該国庫補助事業と

一体的に実施される事業であって、当該国庫補助事業の要件を一部満たさないがコンパクトシティの形成に資する事業や当該国庫補助事業に伴って実施する継ぎ足し単独事業が対象となる。

対象

公共施設等適正管理推進事業債の対象施設等について
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第33次地方制度調査会答申（令和５年12月21日）
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＜主な地方歳出（一般財源ベース）の推移＞（対前年度増減額）

※ 1 消費税率引上げによる増（社会保障の充実、人づくり革命等に係る公経済負担）を除く。
※ 2 会計年度任用職員人件費、こども・子育て政策（単独）を含む。

過去（H23～R5） R6

社会保障関係費（補助） ＋0.3兆円程度／年 ＋0.4兆円

人件費 ▲0.1兆円程度／年 ＋0.3兆円

公債費 ▲0.2兆円程度／年 ▲0.4兆円

その他の歳出 ＋0.1兆円程度／年 ＋0.4兆円 ※2

人への投資

○ 自治体のデジタル人材や技術職員
等の専門人材の確保

○ 複雑化・多様化する行政課題を踏ま
えた自治体職員の人材育成の推進

地域経済の活性化

○ 自治体DX・地域社会DXに
より効果的・効率的な行政事務、
地域の課題解決等の取組を推進

○ 地域内経済循環につながるGX
の取組を推進

地域経済の好循環の実現

地域経済の好循環・持続可能な地域社会の実現に向けて

○ 地域における人への投資を進め、DX・GXを始めとする地域経済の活性化に取り組むことにより、「成⾧と分配」や「賃金と物価」の
好循環を、地域のすみずみまで行き渡らせることが必要。

○ また、激甚化・頻発化する災害への対応を強化し、安全・安心なくらしを実現するとともに、少子化や人口減少を見据えた取組を
進めることにより、持続可能な地域社会をつくりあげなければならない。

持続可能な地域社会の実現

○ 自治体が独自に行うインフラ
等の防災・減災対策の推進

○ 消防防災力の強化

○ R6能登半島地震等、災害に
対する地方財政措置

○ こども・子育て政策について、加速化
プランと地域の実情に応じた独自の事
業を一体的に推進

○ 人口減少等を見据え、公共施設の集
約化・共同利用等における複数自治体
による広域連携を強化

○ 上下水道や病院など公営企業の
経営改革等について、KPIの設定等
を通じた進捗管理等により、更なる
取組を推進

○ 今後、上記の重要課題に対応するとともに、こども・子育て政策強化も含め、
引き続き増加する社会保障関係費や民間の賃上げ等に併せて増加する人件費、
金利上昇の影響を踏まえた公債費等の財源確保が必要であり、令和７年度以降も、
住民に身近な行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税を含め必要となる
一般財源総額を確保することが不可欠。

安全・安心な
くらしの実現

少子化・人口減少を
見据えた対応

※数値は地方財政計画ベース

（R6:公共施設適正管理推進事業費 4,800億円）

○ 中小企業等のリスキリング推進

一般財源総額の確保

（R6:地域デジタル社会推進費 2,500億円等）

（R6:脱炭素化推進事業費 1,000億円等）

（R6:緊急防災・減災事業、
緊急自然災害防止対策事業、
緊急浚渫推進事業費 約1.0兆円）

（R5:災害関連経費の
特別交付税算定額 920億円等）

（R6:加速化プラン実施増分 2,250億円
地方単独事業分 1,500億円）

※ 1

○ ローカルスタートアップ等の地
域活性化の取組を推進
（R6:地方創生推進事業費 1.0兆円等）

○ 民間の賃上げ等を踏まえた地方公
務員の給与改定や民間への委託料
等の増の財源確保

○ R6能登半島地震の教訓を踏
まえた携帯電話基地局やケー
ブルテレビ等の整備・強靱化

○ 地域おこし協力隊や地域活性化起
業人等の地域の担い手となる人材確
保に資する取組の推進

（R6:地方公務員の給与改定等 0.5兆円
委託料の増 300億円）

令和６年４月19日 経済財政諮問会議
松本総務大臣提出資料
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（３） 公共施設マネジメントにおける地方公会計の活用について
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公共施設マネジメントと地方公会計に関するこれまでの取組

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

地
方
公
会
計

【公共施設等総合管理計画】

【財務書類・固定資産台帳】

○ 公共施設等総合管理計画の策定要請と並行して、地方公会計の整備が着実に推進。

【個別施設計画】

毎年度作成・更新（決算年度の翌年度まで）

統一的
な基準
の策定
（H26.4）

R5末までに
全都道府県（※）

～H28末までに策定するよう要請

～R4末までに策定

～R５末までに個別施設計画等を踏まえた見直しを要請（※）

～H29末までに整備するよう要請

※改革工程表2023

R７末までに
全市町村（※）

公共施設等の総合的かつ計画的な管理
の推進について（H26.4 総務大臣通知）

公共施設等総合管理計画の策定に
あたっての指針の策定（H26.4）

公共施設等総合管理計
画の策定にあたっての
指針の改訂について
（H30.2）

インフラ長寿命化計画のロードマップ(H25.11)

令和３年度までの公共
施設等総合管理計画の
見直しに当たっての留
意事項について（R3.1）

公共施設等総合管理計
画の策定にあたっての
指針の改訂等について
（R4.4） ※コロナを考慮

統一的な基準による地方公会計の整備
促進について（H27.1 総務大臣通知）
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公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針 （平成26年４月22日策定、令和５年10月10日改訂 財務調査課長通知） （概要）

○ 「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」では、地方公会計（固定資産台帳等）の活用を推奨。
○ 具体的には、以下３つの観点で活用が期待。

① 公共施設等の情報管理（固定資産台帳と公共施設マネジメントに資する情報の紐付け）

② 公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みの精緻化
③ 総合管理計画に基づく具体的な取組等の検討

第一 総合管理計画に記載すべき事項

一 公共施設等の現況及び将来の見通し

(1) 公共施設等の状況（施設保有量とその推移、老朽化の状況、有形固定
資産減価償却率の推移及び利用状況）及び過去に行った対策の実績

(2) 総人口や年代別人口についての今後の見通し

(3) 公共施設等の現在要している維持管理経費、維持管理・更新等に係る
中長期的な経費の見込み（施設を耐用年数経過時に単純更新した場合
の見込み、長寿命化対策を反映した場合の見込み及び対策の効果額）及
びこれらの経費に充当可能な地方債・基金等の財源の見込み等

二 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

(1) 計画策定年度、改訂年度及び計画期間

(2) 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策

(3) 現状や課題に関する基本認識

(4) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方

今後当該団体として、更新・統廃合・長寿命化など、どのように公共施設
等を管理していくかについて、現状や課題に対する認識を踏まえた基本
的な考え方を記載すること。また、将来的なまちづくりの視点から検討を行
うとともに、PPP /PFI の活用などの考え方について記載することが望まし
いこと。
具体的には、以下の事項について考え方を記載すること。

① 点検・診断等の実施方針

② 維持管理・更新等の実施方針

③ 安全確保の実施方針

④ 耐震化の実施方針

⑤ 長寿命化の実施方針

⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針

⑦ 脱炭素化の推進方針

⑧ 統合や廃止の推進方針

⑨ 数値目標

⑩ 地方公会計（固定資産台帳等）の活用

⑪ 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針

⑫ 広域連携

⑬ 地方公共団体における各種計画及び国管理施設との連携

⑭ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

(5) ＰＤＣＡサイクルの推進方針

三 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

第二 総合管理計画策定・改訂にあたっての留意事項

一 行政サービス水準等の検討

二 公共施設等の実態把握及び総合管理計画の策定・充実

三 議会や住民との情報共有等

四 PPP/PFI の活用について

五 市区町村域を超えた広域的な検討等について

六 合併団体等の取組について

第三 その他

一 「インフラ長寿命化基本計画」について

二 公共施設マネジメントの取組状況等に係る情報について

三 総合管理計画に基づく取組に係る財政措置について

四 地方公会計（固定資産台帳等）の活用

総合管理計画の策定等に関する指針における地方公会計の位置付け

・公共施設等の数・延べ
床面積等に関する目標

・トータルコストの縮減・
平準化に関する目標 等

固定資産台帳及び財務書類から得
られる情報は、公共施設等の維持管
理・更新等に係る中長期的な経費の
見込みの精緻化に活用できるほか、
事業別・施設別のセグメント分析を行
うことなどにより、各事業・施設につい
て効率的・効果的な対策の検討を可
能にするものであり、総合管理計画
に基づく具体的な取組等の検討にお
いても、公共施設等の適正管理に積
極的に活用することが望ましいこと。
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公共施設等総合管理計画への固定資産台帳の活用（長崎県島原市）

○ 公共施設等の管理を計画的・効率的に進めていくため、地方公会計と連動して情報の一元管理と共有化を図ることとし、公
共施設等総合管理計画の策定に際しては、固定資産台帳のデータを活用して、施設の現状分析や、施設の更新等に係る経
費見込みの算定を実施。

事例概要

取組内容

○ 固定資産台帳のデータをもとに算出した有形固定資産減価償却率などの客観的なデータを踏まえつつ、各施設の整備方
針を検討することが可能となる。計画に定めた方針に基づき、公営住宅等の取り壊しを実施。

○ 引き続き、施設の長寿命化や統廃合、PPP/PFIなどの民間活力の活用などを検討し、住民ニーズに対応した効率的な
管理の実現を目指す。

効果等

○ 平成29年3月に策定した公共施設等総合管理計画において、
固定資産台帳の掲載項目である取得日・耐用年数・面積・取得金額・
減価償却累計額などの数値データを活用し、施設類型別や建築年別の
延床面積や有形固定資産減価償却率を算出し、現状分析を実施。

○ また、固定資産台帳のデータを基に、保有する全ての施設の更新等に
係る経費見込みの試算を行い、公共施設等総合管理計画に掲載。

○ 持続可能で健全な維持管理を実現するためには、今後40年間において
更新等費用及び維持管理費用
で350億円の削減が必要と判明。
計画策定における、公共施設等
の管理に関する基本的な考え方
を定める際の参考とした。

○ 個別施設計画の策定に際して
も、取得年度や面積データなど
固定資産台帳の掲載項目を、
計画に反映。

島原市公共施設等総合管理計画（平成29年３月）より抜粋

67



セグメント分析（施設の統廃合）

【事例】施設別の財務書類の作成・分析による図書館の統廃合（熊本県宇城市）

○ 合併に伴い、同種同規模の建物が旧５町ごとに存在している現状は、少子高齢化、市民ニーズの多様化、
合併による生活圏の変化に合致した施設規模・配置では必ずしもなくなってきている。

○ 多くの施設を維持管理する上で、更新又は大規模改修が必要な施設に計画的かつ適切な保全管理ができていない。

背景・目的

○ 財務書類のうち、経常的な行政活動に係る費用・収益を示す「行政コスト計算書」を、５つの図書館ごとに作成し、
各図書館の行政コストを把握。

○ 各図書館の行政コストをもとに、
貸出一冊当たりのコストを算出。

○ 一日当たりの貸出冊数と組合せて
グラフ化し、４つのグループに分け、
各図書館の評価分析を実施。

○ 必要性検討領域（右図の右下太枠）
にある２つの図書館について、
耐震性や地理的要素等も考慮しながら、
移転、解体等を検討。

事例の概要

○ 検討の結果、耐震性が低いＣ図書館については、平成27年度解体撤去。

○ 市街地中心部から離れていたＥ図書館はB図書館の分館として中心部にある支所に移転（貸出冊数が倍増（1,500冊→3,000冊/月））。
E図書館であったスペースを利用し、複数あった郷土資料館を宇城市郷土資料館として統合。

効果等

施設名称 A図書館 B図書館 C図書館 D図書館 E図書館

【行政コスト】

人件費 14,475 13,139 13,421 15,209 8,592

退職手当コスト 1,080 585 1,080 1,170 540

委託料 495 1,525 1,713 1,445 565

需用費 1,759 5,336 3,205 2,745 1,641

減価償却費 74 11,581 1,920 4,336 1,210

その他 3,780 7,910 4,458 5,151 2,521

行政コスト合計 21,663 40,076 25,797 30,056 15,069

【収入】

その他 4

収入合計 4

A図書館 B図書館 C図書館 D図書館 E図書館

蔵書数 27,299 72,813 39,767 40,273 8,573

貸出冊数 39,433 165,827 29,362 74,004 10,883

行政コスト（千円） 21,663 40,076 25,797 30,056 15,069

1日あたり貸出冊数 108 454 80 203 30

1冊あたりコスト（円） 549 242 879 406 1,385

＜一冊当たりのコストを算出＞

＜施設別行政コスト計算書＞ （単位：千円）
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○ 統一的な基準による地方公会計の整備の一環として、公共施設等の取得年月日、取得価額、耐用年数と
いったデータを含む固定資産台帳を整備する。 ※併せて公共施設等の実際の損耗状態等を把握しておくことも重要

○ 統一的な基準による財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書等）
を作成する。

統一的な基準による固定資産台帳・財務書類の整備

○ 公共施設等総合管理計画に基づき、資産管理や予算編成を行うに当たり、固定資産
台帳のデータ、個別施設計画に記載した具体的な内容等を踏まえ、更新・統廃合・長寿
命化等を進める。

公共施設等総合管理計画等の推進・不断の見直し

○ 施設別の行政コスト計算書等によるセグメント
分析を実施することで、個別具体的な更新・統廃
合・長寿命化等の実施につなげることができる。
※公共施設等総合管理計画には、更新・統廃合・長寿命化等の基
本的な考え方（総論）が盛り込まれている

施設別のセグメント分析の実施

○ 個別施設計画等において、具体的な対策を決定した公共施設等について、公共施設等適正管理推進事業
債等を活用することにより、集約化・複合化、長寿命化、転用、除却等を円滑に推進することができる。

公共施設等適正管理推進事業債等の活用

地方公会計と公共施設等の適正管理をリンクさせることによって、公共施設等のマネジメントを
より効果的に推進することが可能となる。

地方公会計

公共施設等適正管理

地方公会計

○ 個別施設ごとに、点検・診断によって得られた
個別施設の状態を踏まえ、対策内容と実施時期、
対策費用の概算等を整理する。

各分野ごとの個別施設計画の策定・推進

公共施設等適正管理

地方公会計と公共施設の適正管理の連携について

公共施設等
適正管理
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